
１ 検討会の目的

　今後人口減少が進行する中にあっても、必要な県内消防力（特に現場要員）の確保を図ることを目的として、県内全市町村の
常備消防組織及び県が行う消防活動のうちの現場機能を担う組織を一元化するための高知県消防広域化基本計画を検討する。

２ 検討会の全体構成

高知県消防広域化基本計画あり方検討会について
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主たる任務

 消防広域化基本計画
 あり方検討会

◇高知県消防広域化基本計画（案）の検討
◇各部会での協議事項のうち、全体での議論が必要な事項の協議
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 総務部会
◇検討会全体の運営の総括に関すること
◇基本計画全体の取りまとめに関すること
◇広域連合の組織、人事及び給与制度に関すること

 財務部会
◇広域連合の財務、施設及び装備に関すること
◇広域連合の分賦金の負担の基準に関すること

 消防業務部会
◇消防業務（消火、救急、救助、予防及び警防）に関すること
◇市町村の防災に係る関係機関との連携の確保に関すること

 通信・システム部会
◇消防指令システム及び消防救急デジタル無線の統合に関すること
　（これに伴う県消防局本部施設の整備に関することを含む。）
◇人事及び給与、財務会計等のシステムの整備方針及び業務のデジタル化の推進に関すること

 ワーキンググループ
◇基本計画に関すること
◇専門部会での検討にあたり実務レベルでの協議が必要な事項

⑴ 消防広域化基本計画あり方検討会
　　高知県消防広域化基本構想を議論のベースとして、基本計画の策定のために必要な

事項や、専門部会やワーキンググループでの議論を踏まえた必要な事項について、協
議及び意見交換を行う。

　※広域化後のシミュレーション等を基に協議

⑵ 専門部会（総務部会、財務部会、消防業務部会、通信・システム部会） 
      基本計画に定める事項のうち、各専門分野に関することについて協議等を行う。

⑶ ワーキンググループ
　　専門部会での検討にあたり、実務レベルの事項について協議等を行う。

＜検討会の全体構成イメージ＞
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総務部会 財務部会 消防業務部会 通信・システム部会

有識者 井田　知也（近畿大学経済学部　国際経済学科長・教授） 永田　尚三（関西大学社会安全学部　教授）

委
員

市町村

高知市長 土佐市長 室戸市長 須崎市長

安芸市長 香南市長 香美市長 土佐清水市長

南国市長 東洋町長 馬路村長 四万十市長

宿毛市長 奈半利町長 大川村長 安田町長

田野町長 芸西村長 いの町長 大豊町長

北川村長 土佐町長 越知町長 仁淀川町長

本山町長 佐川町長 四万十町長 日高村長

中土佐町長 梼原町長 三原村長 津野町長

黒潮町長 大月町長

消防本部

高知市消防局長 高知市消防局長 高知市消防局長 高知市消防局長

土佐清水市消防本部消防長 香美市消防本部消防長 安芸市消防本部消防長 室戸市消防本部消防長

香南市消防本部消防長 高幡消防組合消防本部消防長 土佐市消防本部消防長 南国市消防本部消防長

仁淀消防組合消防本部消防長 幡多中央消防組合消防本部消防長 高吾北広域町村事務組合消防本部消防長 幡多西部消防組合消防本部消防長

中芸広域連合消防本部消防長 嶺北広域行政事務組合消防本部消防長

オブザーバー 総務省消防庁　　※その他、議題に応じて有識者等に参加を依頼

３ 各会議の構成員

⑵ 専門部会（３回程度開催）

⑴ 消防広域化基本計画あり方検討会（３回程度開催）
委 員 備 考

委員

有
識
者

井田　知也 近畿大学経済学部　　　国際経済学科長・教授

小林　恭一 危険物保安技術協会　　技術顧問

永田　尚三 関西大学社会安全学部　教授

木下　真里 高知県立大学看護学部　教授 

竹村　優香 みんなでつくる まちづくり財団HATA！（一般財団法人HATA）　代表理事

34市町村長

15消防本部消防長

オブザーバー 総務省消防庁

⑶ ワーキンググループ（５回程度開催）

構成員
市町村 34市町村担当課長等

※議題に応じて必要な方に参加を依頼
消防本部 15消防本部担当課長等

※敬称略

※代理出席可

高知県消防広域化基本計画あり方検討会について

※代理出席可
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